
 

 
   
◎地域振興会議会長あいさつ 

トスク用瀬店の閉店から、まもなく 2 カ月となります。買い物にご不便を感じ
ておられる方も多くおられるかと思います。 

今回、用瀬地域振興会議では、地域振興会議としての取り組みや継承事業者が
決まるまでの間の買い物環境確保事例などをまとめましたので、皆さんにお知ら
せします。会長個人としても、後継事業者の早急な確保を求め、ＪＡ鳥取いなば
清水組合長にも直接要請しています。一刻も早く後継事業者が決まり、皆さんの
買い物環境が確保されることを期待しています。 

◎トスク用瀬店入口前で買い物環境アンケートを行いました。 
１．実施日時 令和 5 年 9 月 12 日（火） ① 9:00～10:00 ② 17:00～18:30 
２．対 象 者 トスク用瀬店に買い物で訪れた方への出口(聞き取り)調査：83 名 
 時間帯①は、近隣の高齢者の方、時間帯②は、仕事帰りの中高年層が大半でした。 

  
主なご意見 

 

・これまで仕事帰りに寄れていたが、夕方時間をかけ
て遠くまで買い物に行かなくてはならず、困る。 
・自分で買い物が出来ていたが、今後は人に頼まないと
出来なくなるので困る。なんとか続けてもらいたい。 
・移動販売の仕入れをしている。追加の仕入れもしづ
らくなり困る。何とか後継が入って欲しい。 
・毎日買い物に行けなくなるので週末に買いだめして、
肉魚は冷凍して使うしかない。 
・三食の総菜や、肉・魚だけでもなんとかならないか。 
・車に乗れているうちはなんとかなるが、免許返納し
た後が困る。 
・料理中に買い忘れに気づくことがある。その時にさっと買えないので困る。 
・若い人に買い物を頼むことになるが、年寄りも自分で選んで好きなものを買いたい。 

 

◎継承事業者が決まるまでの間、買い物環境を確保するため、いきいき社バス(共助交

通)では（日曜日を除く）１日１便、河原町の「エスマート鳥取南ＩＣ店」まで運行しています。 

 

（車内予約制）
　  ※バス停ごとの到着時刻など詳しくは市報10月号

　　  で折り込みの時刻表をご覧ください。

　【お問い合わせ先】　　

　　いきいき社まちづくり協議会

　　　電話：0858-87-3473（社地区公民館）

用瀬地域振興会議だより(2023.11.27) 
～トスク用瀬店閉店への対応や買い物環境の確保について～ 



 

◎用瀬地域振興会議では鳥取市に対し、「トスク用瀬店閉店に伴う地域住民の買い物
環境維持」に関する意見書を提出しました。（令和 5 年 9月 8日） 

【意見書】『トスク用瀬店の後継事業者の早急な確保及び財政支援について』 

１ いまだ見通しが立っていないトスク用瀬店 

 閉店後の後継事業者について、ＪＡの事業者 

 決定に向けた取り組みを、より積極的に進め 

 られるよう、行政として支援すること。 

２ また、後継事業者の参入を後押しするため、 

 参入時に行政の財政支援を行うなど、事業者 

 の参入を促す様々な施策を講じること。 

【意見書に対する回答】 

１ 鳥取市は８月３０日に、県東部４町と連携し、ＪＡ鳥取いなばに対して、引

継ぎ交渉先の早期決定と閉店時期の延長を求める要望活動を実施し、地域生活

への影響を最小限に抑えるよう、一層の取組をお願いしているところです。 

２ 鳥取市では、トスク店舗が閉店することによって生じる、買い物が困難な地域

の買物環境を確保するため、後継事業者が行う店舗整備及び改修、また設備の整

備経費に対し、財政支援を行う制度を設けております。 

  鳥取市としては、今後ともＪＡ鳥取いなばに対し後継事業者の早期決定を求めて

いくとともに、必要に応じ適時・適切な対策を行っていきたいと考えております。 
 

（参考） 

○「トスク用瀬店閉店に至る経過」 
令 5.2. 7  ＪＡ鳥取いなばは、用瀬店を含むトスク９店全店を 9 月末までに閉店すると発表 
   4. 3  トスク本店や用瀬店など 6 店舗について､東宝企業に事業引き継ぎ交渉を一本化す

る覚書を締結、以後交渉が進められる。 
   4.26  ＪＡ総代会でトスク各店舗の閉店時期が示される。(用瀬店：令和 5 年 8 月末） 
   7.11  東宝から「トスク全店引き継ぎ断念」と発表 
   7.13  トスク用瀬店など 5 店の閉店時期が、本店と同様９月末に延期されると発表 
   9.13  ＪＡから「トスク用瀬店及び丹比店については、現在複数企業と引継ぎ交渉中で

あり、引き続き買い物環境維持に向けて努力する」と発表 

   9 月末 トスク用瀬店閉店 

○「移動販売事業者」 

事業者名 内    容 

本道移動 
販売車 
(もとみち) 

○集落内の広い場所に一定時間移動販売車を止めて、買い物をしてもらう方式 
○用瀬町内で現在 11 集落が利用中（火・金の午前中） 
◇新たな集落の申込にあたっては、利用者があることを集落で取りまとめの

うえ、支所地域振興課（0858-71-1892）にご連絡ください 
移動スーパ
ー 
とくし丸 

○連絡先：（株）天満屋ストア（086-231-2611） 
○個人宅を個々に回り買い物をしてもらう方式(月・木、火・金、水・土のいずれか) 
◇具体的な日程等は、直接ご相談ください 

ローソン 
移動販売 
サービス 

○連絡先；0857-30-6399 （担当：カワモトさん） 
○事業所や施設などを基本に展開されていますが、個人でのご利用も可能 
◇具体的な日程等は、直接ご相談ください 

 

 

◎引き続き、状況を注視し、みなさんの買い物環境確保のため、必要な取組を行っ

てまいります。地元のお店も積極的にご利用いただくとともに取組に対するご支

援ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

 用瀬町総合支所地域振興課  電話：0858-71-1892  

手交の様子


